
記載例
誓約書

衆議院庶務部会計課長       殿   外務省大臣官房会計課長      殿

参議院庶務部会 計融長       殿   買オ務省大 l・ 言罵会計課長      殿

国立国会 図書館総務部 会計課 長   殿   文部ll学 省人 1王 官房会 計課長    殿

最高裁判所事務総局経理局長    殿   厚生労働省大臣官房会計課長    殿

会計検査院事務総長官房会計課長  殿   農林水産省大臣官房参 事官 (経理)殿
内閣府大臣i房会春1課 長     殿   経済産業省 大臣富房会計課長    殿

複興庁会計担 当参 事官       殿   目土交通常大に 自霧会 計課 長    殿

総務省大臣官房会計課長      殿   環境省 大Hi官 房会計課長      殿

法務省大臣官房会計課長      殿   防衛省大巨官房会計課長      殿

平成〇年0月 0日

所在地 東京都千代田区霞が関○―○―○ △ビ

(個 人の場合は、住所 )

商号又は名称 資格商事株式会社

(個 人で屋号がない場合は、記入不要 )

代 表 者 職 氏 名  代 表 取 締 役  資 格  太 郎

(個 人の場合は、氏名 のみ記入 )

当社 (個 人である場合は私、団体である場合は当団体)は 、全省庁統一資格審査に申

請す るにあた り、下記の事項について誓約 します。

この誓約が虚偽であ り、又はこの誓約 に反 した ことによ り、当方が不利益 を被 ること

となって も、異議は一切 申し立てません c

また、貴職 において必要 と判断 した場合 に、別紙役員等名簿により提 出す る当方の個

人情報 を警察に提供す ることについて同意 します。

百己

1 予算決算及び会計令 (昭 和 22年勅令第 165号 )第 70条 第 3号 に該 当 しない こと。

すなわち、暴力団員による不 当な行為の防止等に関す る法律 (平成 3年法律第 77号 )

第 32条 第 1項 各号に掲げる次の者でないこと

(1)指 定暴力 団員

(2)指 定暴 力団員 と生計 を一 にす る配偶者 (婚姻 の届 出 を していないが事 実

上婚姻 関係 と同様 の事情 にあ る者 を含 む。 )

(3)法 人そ の他 の団体 で あって、指 定暴力 団員 がそ の役 員 となつてい る もの

(4)指 定暴力 団 員が出資 、融 資 、取 引その他 の関係 を通 じてそ の事業活 動 に

支配 的 な影 響 力 を有す る者 (前 号 に該 当す る もの を除 く。 )

以  上

備考  この誓約書において、役員 とは、業務 を執行す る社員、取締役、執行役又はこれ らに準ず る者を

いい、相談役、顧問その他いかなる名称 を有す る者であるかを問わず、当該団体に対 し業務 を執行

す る社員、取締役 、執行役 又は これ らに準ずる者 と同等以上の支配力 を有す る もの と認 め られ る者

を含 みます。

代表者 が誓約 して くだ さい。

(委任 された支店長や営業所長ではありません)

代表者日1を 忘れず に押 印 して くだ さい。



別 紙

役 員 等 名 簿
平成0年 0月 ○ 日

役  職 (ふ りがな)

氏 名

性 局J 生年 月 日

代表取締役

取締役

か

(し か く たろう)

資格 太郎

(し か く じろう)

資格 次郎

コ

男

男

昭和0年○月0日

昭和0年 0月 0日

(注 1)氏名 には,ふ りがなを付けて下 さい。

(注 2)当名簿に記載す る役員 とは,業務 を執行す る社員 ,取締役 ,執行 役又 は これ

らに準ず る者 をいい ,相 談役 ,顧問その他 いかな る名称 を有す る者 であ るか を

問わず ,当 該 団体 に対 し業務 を執行す る社員 ,取締役 ,執行 役又 は これ らに準

ず る者 と同等以上の支配力 を有す るもの と認 め られ る者 を含 み ます。

(注 3)役員が公務員の場合,役職欄 は当該 公務員の所属 と役職名 とし,生年月 日は省略

可能 とします。

記載例

国人事業キの場合 :ま 、空欄で結構です。



回　『
の各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争 (指名競争 )

資格 (全省庁統一資格)を 申請される方ヘ

平成 28年 1月 6日 以降、各省庁における物品の製造・販売等に係る一般競争 (指名競

争)の入札参加資格 (全省庁統一資格)(以下、「本資格」という。)の審査においては、

申請者が個人か法人かを問わず、『予算決算及び会計令第 70条第 3号に該当しない旨の

誓約書・役員等名簿』の提出を義務づけます。

背 景

国の調達における暴力団排除については、現在、各府省庁における調達の段階で入札の

条件 として実施 されているところです。

今回、予算決算及び会計令 (昭和 22年勅令第 165号 )の改正を受けて、本資格を取得

する申請段階及び資格の有効期間中の段階においても暴力団排除を徹底することとします。

書 。役員等名簿の提出の義務イ

上記の背景から、平成 28・ 29。 30年度に有効な本資格の定期審査及び平成 25・ 26・ 27

年度に有効な本資格の随時審査以降、新たに資格を取得する場合や有資格者の資格情報の

変更を行 う場合 (代表者の変更に限る)、 申請書類の一部 として 「誓約書・役員等名簿」の

提出を必須 とするものです。

なお、申請が複数の場合でも、申請毎に「誓約書・役員等名簿」の提出が必要です。

提出された誓約書・役員等名簿から、予算決算及び会計令第 70条第 3号に該当すると判

断された場合、「申請に対して資格を与えない」又は 「有資格者の資格を取 り消す」ことに

なります。

書・役員等名簿の様

誓約書・役員等名簿の様式 (別添)及び記載例の電子ファイルは、「統一資格審査申請・

調達情報検索サイ ト」(https://ww‐ chOtat可 ohO.gO.jp/va/com/ShikakuTop.html)内 に掲載

しておりますのでご利用ください。

※添付書類のうち「役員等名簿」に記載する役員等の範囲は、法人により異なりますが、

申請書に添付する登記事項証明書 (履歴事項全部証明書)に記載されている役員にな

ります (一般社団法人等の「監事」や株式会社等の「監査役」等の、監査関係の役員



を含めないこととします。)。 個人の場合は、申請書に添付する納税証明書の名義人に

なります。

ヽ

書・役員等名簿に記載された個人情報の取り扱υ

申請者及び「役員等名簿」に記載される者の個人情報は、誓約書に基づき暴力団関係者

でないことの確認のために、警察庁へ提供することがあります。確認にあたり、個人を特

定する氏名 (ふ りがな)、 性別、生年月日の情報が必要であると指導を受けておりますので、

「役員等名簿」は全ての欄に記載願います。また、別途、住所を照会することがあります。

なお、申請者及び 「役員等名簿Jに記載される者の個人情報は、行政機関の保有する個

人情報の保護に関する法律 (平成 15年法律第 58号)に基づき適正に管理させていただき

ます。


